
 

お手続きをお忘れではないですか？

 平成２７年４月から始まった第１０回「戦没者等の遺族に対す

る特別弔慰金」の請求手続きは、 

平成３０年４月２日まで 
となっております。期限を過ぎますと一切ご請求ができません。 

 請求手続きには、過去にさかのぼった戸籍の取得などが必要な

場合があり、お時間を要することが考えられますので、なるべく

早めに、お手続きください。 

※支給対象の方、支給内容につきましては別添パンフレットをご覧ください。 

請求窓口： 旭区生活支援課（旭区庁舎新館２Ｆ 事務係） 

お問い合わせ電話番号 ９５４－６１０３ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
※すでにお手続きをされている方へ

 旭区で受け付けた請求書類一式は、順次神奈川県に進達してお

ります。請求書類の審査は、都道府県職員が１件１件行っており

ますが、受給権の厳格な確認作業を行う必要があるため、多くの

時間を要しております。 

 皆様におかれましては、多大なるご心配及びご迷惑をおかけし、

大変申し訳ありませんが、現状をご理解いただき、今しばらくの

ご猶予を賜りたく、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

国債の準備が整いましたら、速やかに書面にてご連絡いたします。 

なお、請求者の方が転居された場合や亡くなられた場合には、

書類送達先の変更の必要がありますので、上記請求窓口までご一

報いただけますようお願い申し上げます。 
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